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質 疑 回 答 書 

 

１ 件  名  令和３年度越谷市立西中学校スキー教室バス借上 

 

２ 場  所  越谷市立西中学校 越谷市神明町二丁目３８５番地 

 

上記案件について、質疑がありましたので、下記のとおり回答いたします。 

 

記 

 

質 疑 事 項 回 答 内 容 

Ｑ１：バスが学校周辺道路を通行する際に

届け出が必要ですか。 

Ａ１：進入ルートにより通行許可の要否が

変わりますので、詳細は越谷警察署と協

議をお願いします。 

  

Ｑ２：スキー用具の持参はありますか。

（ある場合、数量） 

Ａ２：基本はレンタルとなりますが、持込

みを認めるかどうかは現時点では決定し

ていません。 

  

Ｑ３：１日目、宿泊先到着後にスキー場ま

での送迎は不要ですか。 

Ａ３：仕様書の７にあるとおり、学校と宿

泊先間の運行のみとなります。 

  

Ｑ４：バス車内で飲食する可能性はありま

すか。（水分補給を除く） 

Ａ４：現時点では決定していません。 

  

Ｑ５：利用するインターチェンジの指定は

ありますか。 

Ａ５：最寄りのインターチェンジを利用す

ることを想定していますが、道路状況に

よりインターチェンジの変更が必要とな

る場合も考えられることから、利用する

インターチェンジを指定していません。 

  

Ｑ６：中学校が契約したスキー教室の契約

業者に乗務員の宿泊、食事手配を依頼する

場合の料金はいくらですか。 

Ａ６：宿泊施設に直接問い合わせをお願い

します。（電話：0278-75-2321） 

  

Ｑ７：バス・乗務員を宿泊させず、１日目

と３日目で別のバスを利用してもいいでし

ょうか。 

Ａ７：現地に留め置くことを想定していま

すが、１日目と３日目で別のバスを利用

することも可能です。 

   


